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東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進協議会 

中流域ワーキング 

議 事 概 要 

 

事項 東播磨・北播磨・丹波 

(加古川流域圏)地域総合治水推進協議会 

中流域ワーキング 

出席者 （随行者・事務局除く） 

４２名（内WEBによる参加７名） 

日時 令和 6 年 10 月 31 日(木) 

14:00～16:00 

場所 加東市やしろ国際学習塾 

内容 
1 開会 

(1) 開会挨拶 

(2) 委員及び出席者紹介 

 

2 議事 

(1) 地域総合治水推進計画の総括について 

① 取り組みの総括課題と対応、改定の方向性 

② 平成26年～令和５年の中流域における取組みについて 

 

(2) 地域総合治水推進計画改定（素案）について 

① 地域総合治水推進計画の改定概要 

② 令和６年～令和15年の中流域における取組みについて 

③ 推進計画（素案）について 

 

(3) 今後のスケジュール 

 

3 閉会 

 

 資料 議事次第、出席者名簿、配席図 

資料１-１  地域総合治水推進計画の総括（取り組みの総括課題と対応、改定の方向性） 

資料１-２  平成26年～令和５年の中流域の取組み実績 

資料１-３  平成26年～令和５年の中流域のフォローアップシート（概要）  

資料２-１  東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画の改定概要 

資料２-２   令和６年～令和15年の加古川中流域における取組み 

資料２-３   令和６年～令和15年の中流域のフォローアップシート（概要） 

資料３      今後のスケジュールについて 

参考資料１  地域総合治水推進協議会 設置要綱及び公開要領 

参考資料２  令和５年度第１回東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進 

協議会地域総合治水推進計画 議事概要 
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1 開会 

(1) 開会挨拶（座長） 

 

(2) 委員及び出席者紹介（事務局） 

 

2 議事 

(1) 地域総合治水推進計画の総括について 

①取り組みの総括課題と対応、改定の方向性 

⇒「資料１-１」の説明を行った。（事務局） 

②平成26年～令和５年の中流域における取組みについて 

⇒「資料１-２、１-３」の説明を行った。（事務局） 

 

(2) 地域総合治水推進計画改定（素案）について 

①地域総合治水推進計画の改定概要 

⇒「資料２-１」の説明を行った。（座長） 

②令和６年～令和15年の中流域における取組みについて 
・【資料２-２(国)】 

⇒国の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(国) 
・「流域治水」の基本的な考え方、「流域治水」の推進、流域治水プロジェクト 
・加古川中流部における堤防整備・河道掘削、ため池の治水活用、田んぼダムの取組
み 

・内外水一体型の水害リスクマップの市町への周知 
・特定都市河川指定から対策実施までの流れ、特定都市河川浸水被害対策法の概要 

・【資料２-２(県)】 
⇒県の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(県) 

①河川下水道対策 
・加古川 西脇工区：河床掘削等、東条川 小野工区：護岸整備等 

②流域対策 
・ため池、田んぼダム、治水活用に関する啓発（ため池） 
・森林の整備及び保全、校庭貯留・公園内雨水貯留 
・ダム事前放流(参考) 

③減災対策 
・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図 
・CGハザードマップ、ひょうご防災ネット 
・ひょうご防災リーダー養成講座、自主防災力パワーアップ講座等 
・マイ避難カード作成支援 
・フェニックス共済の加入促進 

・【資料２-２(西脇市)】 
⇒西脇市の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(西脇市) 

①ながす 
・日野雨水幹線排水路整備、板波雨水幹線排水路整備 

②ためる 
・ため池貯留(貯留対策、治水活用に関する普及啓発、斜樋による事前の水位下げ) 
・校庭貯留(西脇中学校) 

③そなえる 
・総合治水の啓発のための「水の学習会」の実施、堰板の設置方法、転倒ゲート、
取水ゲートの操作方法確認 

・ハザードマップの作成、手作り防災マップの作成 
・水位表示板の設置、避難誘導看板の設置、防災情報の発信(防災行政無線デジタ
ル化) 

・民間事業者との協定 
・被害経験の学習、自主防災訓練の実施 
・マイ・タイムラインの作成支援 
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④モデル地区(黒田庄町福地地区の浸水対策計画) 
・地域と一体となった浸水対策計画の策定、効果 

⑤黒田庄地区での取組(平成30年7月豪雨を受け) 
・地元との調整会(情報収集)、住民によるタイムラインの作成 
・雨水排水路における河川からの逆流防止工事等の早期対策の実施、「水の学習
会」の実施、浸水センサーの活用など 

・【資料２-２(三木市)】 
⇒三木市の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(三木市) 

・マイ避難カード作成支援事業 
・三木市総合防災訓練、三木市自主防災組織育成研修会 
・自主防災組織活動説明会、自主防災組織への資機材補助 
・防災出前講座(年間約50日) 
・電気自動車等を活用したまちづくりに関する連携協定 

・【資料２-２(小野市)】 
⇒小野市の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(小野市) 

・ＭＩＺＢＥ(ミズベ)ステーションの整備 

・【資料２-２(加西市)】 
⇒加西市の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(加西市) 

・小学校統合による跡地利用、中学校統合による新総合中学校の建設に伴う調整池等
の整備、新病院の建設に伴う調整池等の整備 

・【資料２-２(加東市)】 
⇒加東市の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(加東市) 

・ため池の治水活用、田んぼダム、公共施設整備における調整池設置 
・雨水貯留タンク設置助成 
・マイタイムライン作成（出前講座）、地域主体の手作り防災マップの作成 
・ワンコイン浸水センサの設置 
・防災備蓄倉庫の移転に伴う機能強化(防災広場への移転) 
・水害の直前からの体制整備として、消防団の現場活動アプリの導入検討 

・【資料２-２(多可町)】 
⇒多可町の取組みとして、以下の項目の説明を行った。(多可町) 

・水防による農業施設の操作方法の確認、啓発  
 

⇒「資料２-３」の説明を行った。（事務局） 

 

③推進計画（素案）について 

⇒「東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進計画 本編（素案）・資料編 

（素案）」の説明を行った。（事務局） 

 

(3) 今後のスケジュール 

⇒「資料３」の説明を行った。（事務局） 

 

3 閉会 
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【主な意見】 

2（3）今後のスケジュール 

1 本日、多くの計画や実績等の話を伺ったが、先程の説明では上流・中流・下流域の    

ワーキング後に各関係機関に計画に対する意見聴取を行い、11月頃から来年１月の第２回  

協議会に向けて計画案を作成すると認識している。その場合、県民委員は、第２回協議会の

場で初めてその案を確認し、その場で意見を出すという流れになるのか。（加東市県民委員） 

⇒本来は、この場で計画原案を確認いただく予定としていたが、現在の作業状況として、 

今年度までの現計画において、「今後進めるもの」と記載のある取組みを、次期計画で

「今後も同じように進める」という記載に変えたものが計画素案としてある状況である。 

計画素案を修正した計画原案を、県民委員の皆様に確認いただき、そこで出た意見を反映

させた計画案で第２回協議会を迎えたいと考えている。（座長） 

⇒県民委員は、第２回協議会の場で初めて計画案を確認し、そこで意見を出していただき 

たいと言われても無理である。県民委員も計画原案を協議会前に確認できるのかと聞いて 

いる。（加東土木事務所） 

⇒第２回協議会の場で初めて計画案を確認し、その場で説明を受け、ご意見をお聞かせ  

くださいという流れになるのか。（加東市県民委員） 

⇒第２回協議会の前に、一度、計画原案を見ていただこうと考えている。（座長） 

⇒我々は県民の代表として出席している。我々以外で話を進めてもらっても良いが    

何のために我々が協議会に出席しているのかということになるので、計画原案について 

事前に説明を聞いて理解しておくべきだと思う。（三木市県民委員） 

⇒本日のこの場で「こういうものを盛り込んでほしい」「今の計画についてこう感じている」

などの意見を頂いて、吸い上げるという形を取りたいと考えていた。説明が多かった  

ということもあるが、本日にそういった意見を頂くのは難しい状況であるため、どこまで

取りまとめた計画原案をお渡しできるかは分からないが、できるだけ計画案に近い   

計画原案を説明するように考えたい。（座長） 

⇒かなり膨大な話をお伺いしたが、地域性があるので個別に詳しく説明いただける方が  

ありがたい。（三木市県民委員） 

⇒県民委員の皆様への確認については、事務所内で検討し、改めてご連絡する。（座長） 

 

【まとめ】 

計画の作成に向けて、11月から各関係機関の皆様に意見照会する。県民委員の皆様への 

確認については事務所内で検討し、改めてご連絡する。（座長） 

 

 



 

   

  

田村卓也（タムラタクヤ） 

小野市地域振興部道路河川課 




